
工事及び建設コンサルタント業務等における入札及び契約の
過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について

○「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」
（平成13年3月30日付け国官会第1429号、国官地第29号）最終改正令和5年12月27日

○「建設コンサルタント業務等における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」
（平成14年9月5日付け国官会第1211号、国地契第34号）最終改正令和5年12月27日

大町ダム管理所の入札・契約等に係る下記の情報を公表しています。

※令和6年4月１日から公表する資料が対象です。
（令和5年度以前に公表した資料については、事務所において閲覧しています。）

１．通則的事項

２．通則的事項以外

有資格者名簿など、通則的事項として公表する内容を公表しています。

・工事・業務の契約案件毎の予定価格の積算内訳書、契約の内容、成績評定通知等を公表しています。

・公表対象は、予定価格が250万円を超える工事及び100万円を超える建設コンサルタント業務等となります。

※入札調書、加算点評価の内訳書、工事（業務）設計書、随意契約の結果及び契約の内容についてはＰＰＩ（入札情報サービス）で
公表しています。 https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm


